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■生物多様性って何ですか？

０ 生物多様性（自然資本）とは



ビジョン＝2050年 自然と共生する世界
2011-2020戦略計画、20の個別目標（愛知目標）

※２050年までに、生物多様性が評価され、保全され、回復され、賢明に利用され、生態系サ
ービスが維持され、健全な地球が維持され、全ての人々にとって不可欠な利益がもたらされ
る社会

１ 世界における生物多様性に関する動向

2010年 COP10名古屋（第10回生物多様性条約締約国会議）

2019年 地球全体での生物多様性を科学的に評価(GBO5)

・自然に変化を引き起こす要因は過去50年間に加速
・ほとんどの愛知目標についてかなりの進捗が見られ
たが、20の個別目標で完全に達成できたものはない。

・気候 変動や土地利用変化等の生物多様性損失の直接
的な要因への対処に加え、損失の間接要因となる社
会経済活動への対応が重要。

・生物多様性と多様な分野との連携強化が重要。

結論：今までどおりから脱却し、横断的な社会変革が必要



１ 世界における生物多様性に関する動向

これにより、2030年以降に生物多様性の低下を増加
に転じられる可能性



１ 世界における生物多様性に関する動向

一方、経済・ビジネスの世界では、

2021年 英国財務省・ケンブリッジ大学による生物多様性の経済学に関す
るグローバルレビュー

・我々の経済、生計、幸福は、すべて我々にとって最も貴重な資産である自然
に依存している。

・我々の需要は、自然の供給力を大幅に上回る。数十年間、人類が繁栄を達成
してきた方法こそが、自然に壊滅的な犠牲を強いてきた（世界が現在の生活
水準を維持するためには、地球1.6 個分が必要）。

・自然との持続的な関係を築くには、考え方、行動、経済的な成功の測定方法
を変える必要がある。
移行の方法として、①需給バランスをとり自然の供給能力を向上させる、②
経済的成功の測定方法を変える、③制度・システムを変革する、がある。

2019年 世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）

・パリ協定やSDGs等に沿って、自然を保全・回復する活動に資金の流れを
向け直し、自然と人々が繁栄できるようにすることで、世界経済に回復力を
もたらすことを目指す。

・Task force on Nature related Financial Disclosure （自然関連
財務情報開示タスクフォース）。



１ 世界における生物多様性に関する動向

2021年 G7で声明文 「2030年自然協約」

★2030年までに生物多様性の損失を止めて反転させる（ネイチャーポジ
ティブ）、世界使命に責任をもって取り組む。

①自然資源の持続可能で合法的な利用への移行
・持続可能なサプライチェーン支持等による森林減少に対応
・ごみ等の人間活動による海洋への悪影響に対応

②自然に投資、ネイチャーポジティブ経済を促進
・次の5年間で自然のための資金を増加させることに集中的に取り組む
・金融/産業/ビジネス界のリーダーとともに取り組む

③自然を保護、保全、回復させる
・2030年までに世界の陸地の30％以上、海洋の30％以上を保護地域や
“その他の効果的な保全方法”により保護保全（30by30）

・全体的な種絶滅リスクを大幅に減らし、人為的絶滅を止めること目指す
④自然に対する説明責任、責任ある取り組み

・定期的な進捗レビュー など

なんと、世界のトップの会合でも、



１ 世界における生物多様性に関する動向

2022年 COP15(第15回生物多様性条約締約国会議)で「2050年自然と
共生する世界」の達成に向けて30by30目標や持続可能な消費な
ど新たな行動目標

要するに、世界は
名古屋発 2050年自然と共生する世界 の実現に向け、

①人類の生存基盤となっている自然・生物多様性の損失・
低下に強い危機感

②自然・生物多様性の損失・低下を反転・回復させること
にあらゆる分野が連携し総力戦で緊急に行動



１ 世界における生物多様性に関する動向

プラネタリーバウンダリー



2050年ビジョン
自然と共生する世界

2030年ミッション ⇒ いわゆるネイチャーポジティブ
自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め反転させるための緊急の行動をとる

（ゴールB） 
持続可能な利用

（ゴールC）
遺伝資源へのアク
セスと利益配分

(ABS)

（ゴールA）
保全

（ゴールD）
実施手段の確保

1： 空間計画の設定と
効果的な管理

2： 生態系の回復
3： 保護地域/OECM
（30by30）

4： 種・遺伝子の保全
5： 生物採取の適正化
6： 侵略的外来種対策
7： 汚染防止・削減
8： 気候変動対策

14： 生物多様性の主流化
15： ビジネスの影響評価・

開示
16： 持続可能な消費
17： バイオセーフティー
18： 有害補助金の特定･見直
19： 資金の動員
20： 能力構築、技術移転
21： 知識へのアクセス強化
22： 女性、若者及び先住民

の参画確保
23： ジェンダー平等の確保

9：野生種の持続可能な利
用

10：農林漁業の持続的管理
11：自然の調節機能の活用
12：都市緑地親水空間の確

保

(1) 生物多様性への脅威を減らす (3)ツールと解決策(2) 人々のニーズを満たす

13：公正、衡平な遺伝資源
の利益配分(ABS)

昆明・モントリオール生物多様性枠組

2030年ターゲット2050年ゴール

2022年COP15(第15回生物多様性条約締約国会議)で決まった生物多様性に関する新たな世界目
標。Global Biodiversity Framework (GBF)
2050年ビジョンは愛知目標から引き継がれた「自然と共生する世界」
 いわゆるネイチャーポジティブの実現が2030年ミッション

１ 世界における生物多様性に関する動向

昆明・モントリオール生物多様性枠組



令和5年3月 閣議決定

２ 国内の対応と生物多様性の状況（生物多様性国家戦略2023-2030）



＜行動目標＞
①陸域・海域の30％以上を保護地域及び
OECMにより保全、管理の有効性強化

②土地・海域の利用による生物多様性へ
の負荷を軽減することで生態系劣化を防
ぐ、劣化した生態系の30％以上の再生を
進め、生態系ネットワーク形成に資する
施策を実施

③汚染の削減、侵略的外来生物による負
の影響の防止・削減に資する施策の実施

④気候変動による生物多様性に対する負
の影響を最小化する

⑤希少野生動植物の法令に基づく保護、
野生生物の生息生育状況改善の取り組み

⑥遺伝的多様性の保全を考慮した施策

＜行動目標＞
①企業による生物多様性への依存度・影
響の定量的評価、現状分析、科学に基づ
く目標設定、情報開示を促すとともに、
金融機関・投資家による投融資を推進す
る基盤を整備し、投融資の観点から生物
多様衛を保全・回復する活動を推進

②生物多様性に貢献する技術・サービス
に対する支援を進める

③遺伝資源に伴う利益の公正衡平な配分

④みどりの食料システム戦略に掲げる化
学農薬使用量の低減や化学肥料使用量の
低減、有機農業の推進などを含め、持続
可能な環境保全型の農林水産業を拡大

＜行動目標＞
①学校等における生物多様性に関する環
境教育の推進
②日常的に自然とふれあう機会を提供す
ることで、自然の恩恵や自然と人との関
わりなど様々な知識の習得や関心の醸成、
人としての豊かな成長を図るとともに、
人と動物の適切な関係についての考え方
の普及

③国民に積極的かつ自主的な行動変容を
促す
④食品ロス半減、その他の物質の廃棄の
半減を含め、生物多様性に配慮した消費
行動を促すため、生物多様性に配慮した
選択肢を周知普及し、選択機会を増やし、
インセンティブを提示する

⑤伝統文化や地域知･伝統知も活用しつつ
地域における自然環境を保全再生する活
動を促進

１：生態系の回復 ３：NP経済の実現 ４：一人一人の行動変容
＜状態目標＞
①全体として生態系の規模が増加、質が
向上することで健全性が回復

②種レベルでの絶滅リスクが低減

③遺伝的多様性が維持

＜状態目標＞
①生物多様性保全に資するESG投資が進
み、適切に資源が配分
②事業による負の影響低減、正の影響拡
大、企業や金融機関の関連リスク低減、
持続可能な生産形態確保のための行動が
着実に進んでいる
③持続可能な農林水産業が拡大

＜状態目標＞
①教育や普及啓発により生物多様性や人
と自然のつながりを重要視する価値観が
形成

②生物多様性に配慮した消費行動

③自然環境保全・再生活動への国民の積
極的な参加

２ 国内の対応と生物多様性の状況（生物多様性国家戦略2023-2030）



２ 国内の対応と生物多様性の状況（日本の生物多様性）

ちなみに、日本全体が、種の固有性
や開発による潜在植生の消失度合な
どから“Biodiversity Hotspot”に選定
されています。

※参考
・哺乳類・維管束植物の約4割、爬虫類の約6割、両生
類の約8割が固有種

・自然の森林・自然草原＝国土の約19％

■日本の生物多様性の世界的評価

●大陸との離合を繰り返
した地史

●南北に長い国土
●大小様々で多数の島
●複雑で長い海岸線
●0～3000m級までの標
高差



・生物多様性は過去50年間損失し続
けている

・生態系サービスは過去50年間劣化
傾向

・日本の生物多様性の「４つの危機」
の影響は依然として大きく、第4の
危機の影響が顕在化

・生物多様性の損失速度は過去50年
間で緩和されてきたものの、損失を
回復するには至っていない

２ 国内の対応と生物多様性の状況（日本の生物多様性）

■生物多様性及び生態系サービスの総合評価2021
（Japan Biodiversity Outlook 3）

表：生物多様性の損失要因の指標と評価



人間の活動や意思決定を含む社会経済のあり方
これらの背景にある人間の価値観や行動のあり方

種数 ％ ⅠA/CR ⅠB/EN Ⅱ/VU
哺乳類 160 34 21 12 13 9 約4割
鳥類 約700 98 約14 24 31 43
爬虫類 100 37 37 5 9 23 約6割
両生類 91 47 52 5 20 22 約8割

汽水・淡水魚類 約400 169 約42 71 54 44
昆虫類 約32,000 367 75 107 185

維管束植物 約7,000 1790 約25 529 520 741 約4割
※RL評価対象種と絶滅危惧種数は、環境省レッドリスト2020から引用、維管束植物については第5次RL（植物･菌類）から引用して作成。

内訳RL評価対象種 固有性
絶滅危惧種

種数

生物多様性の「４つの危機」

２ 国内の対応と生物多様性の状況（日本の生物多様性）



２ 国内の対応と生物多様性の状況（日本の生物多様性）

※出展：「里地里山保全活用行動計画 ～ 自然と共に生きる にぎわいの里づくり ～」より

中部地方の植生自然度 里地里山と希少種分布



２ 国内の対応と生物多様性の状況（日本の生物多様性）

愛知県･豊田市の自然

広葉樹
二次林

市街地
耕作地

植林地

特定植物群落



２ 国内の対応と生物多様性の状況（日本の生物多様性）

愛知県･豊田市の自然

美浜町の里山

東山の森

石巻山周辺

豊田市自然観察
の森と周辺海上の森

東大演習林

トヨタの森

黄柳野新谷

湿原の里・長ノ山

四谷の千枚田

栗栖等地区の集
落と周辺田畑



２ 国内の対応と生物多様性の状況（日本の生物多様性）

愛知県･豊田市の自然



２ 国内の対応と生物多様性の状況（日本の生物多様性）

愛知県･豊田市の自然



３ 国内での取り組み（ネイチャーポジティブ経済移行）

令和６年３月 環境省、農林水産省、経済産業省、国土交通省

ネイチャーポジティブ経済への移行の必要性 ～社会経済途絶リスクからの脱却～
経済活動の自然資本への依存とその損失は、社会経済の持続可能性上の明確なリスク
例）不適切な水資源利用や化学物質の放出等の結果、株価の下落等の財務的損失を被った事例

出所：When the Bee Stings （BloombergNEF2023）

本戦略の狙い ～単なるコストアップではなくオポチュニティでもあることを示す～

社会経済活動を持続可能とするため、ネイチャーポジティブ経営への移行が必要
＝自然資本の保全の概念をマテリアリティとして位置づけた経営

①企業の価値創造プロセスとビジネス機会の具体例

（ビジネス機会の具体例）
配合餌への転換や効率的な給餌等の
環境配慮型養殖技術
(市場規模:年約864億円)
ほか、10ほどの事例を、できる限り提供
的な市場規模とともに掲載

脱炭素や資源循環、自然資本の活用等、
様々な切り口から機会創出。

- TNFD等の情報開示を通じた企業価値向上

- ビジネス機会の具体例と市場規模（環境省推計）

②企業が押えるべき要素 ③国の施策によるバックアップ

まずは足元の
負荷の低減を 総体的な負

荷削減に向け
た一歩ずつの
取組も奨励

損失のスピー
ドダウンの取
組にも価値

消費者ニーズ
の創出・充足

地域価値の
向上にも貢献

- 価値創造プロセスの各ステップを関係省庁
連携で支援

リスク・機会
の認識

リスク
の特定

機会の
特定

新規事
業開発

リスクへ
の対応

開示・
対話

継続的
な対話

- プロセスを支える基盤
自然関連の国際データネットワーク、国際ルール形成、
データ基盤整備、地方創生や地域課題解決への活用、
データ利活用ビジネスの推進、産官学民プラットフォーム

ネイチャーポジティブ経済移行戦略



ネイチャーポジティブ経済移行戦略ロードマップ（2025-2030）

３ 国内での取り組み（ネイチャーポジティブ経済移行）



視点１

視点２

視点３

2030年までに陸と海の30％以上を保全する新たな世界目標

30by30が重要と指摘する国内外
の研究報告

• 世界の陸生哺乳類種の多くを守るために、既存の保護地域を総面
積の33.8%まで拡大が必要

• 日本の保護地域を30%まで効果的に拡大すると生物の絶滅リス
クが３割減少する見込み など

健全な生態系の回復、豊かな恵み
を取り戻す

• 気 候 変 動：緩和、適応に貢献
• 災害に強く恵み豊かな自然：

国土の安全保障の基盤
• 花粉媒介者：国内で年3300億円の実り
• 森林からの栄養塩等：

河川を通して海の生産性を向上
• 観光や交流人口の増加などの地域づくり

30by30達成の様々な効果

25

日本は、現状、陸域の21.0%、海域の13.3%をカバー
(2025年８月４日環境省報道発表資料)

＜30by30目標達成のための主要施策＞

国立公園等の保護地域の拡張と管理の質の向上
保護地域以外で生物多様性保全に資する地域（OECM）
の設定・管理

３ 国内での取り組み（30by30目標と自然共生サイト）



■環境省では、民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域を「自然共生サイ
ト」として認定する仕組みを開始し、令和７年３月末時点で328か所を認定。

■ネイチャーポジティブに向けた民間等の活動をさらに促進するため、「地域生物多様性増進
法」が令和７年４月１日に施行。自然共生サイト相当の生物多様性が豊かな場所を維持する活
動に加え、管理放棄地等において生物多様性を回復・創出する活動も認定の対象になり、
自然共生サイトは、「維持」「回復」「創出」の３タイプに。
また、“区域”を認定するのではなく“活動増進計画”を認定する仕組みに。

■令和7年12月までに485か所（10.5万ha）を認定。
■申請主体の内訳は、企業52％、NPO等団体30％、地公体16％、個人2％

＜自然共生サイトの経緯＞
2020年12月 検討開始
2022年４月 30by30ロードマップ公表

12月 昆明・モントリオール生物多
様性枠組（30by30目標含む）
の採択

2023年４月 自然共生サイト制度の開始
10月 自然共生サイトの初認定

2024年４月 地域生物多様性増進法成立
2025年４月 地域生物多様性増進法施行

９月 法に基づく初の認定
12月 法に基づく第2回認定

＜「自然共生サイト」の例＞

三井住友海上駿河台緑地
（東京都）

コウノトリ育む祥雲寺水田と
ビオトープ（兵庫県）

盛岡セイコー工業 わくわくの森・
わくわくトープ（岩手県）

日本製紙 鳳凰社有林
（山梨県）

つくばこどもの森保育園
（茨城県）

山川の海のゆりかご
（鹿児島県）

３ 国内での取り組み（30by30目標と自然共生サイト）



■３タイプの「自然共生サイト」、OECM/30by30目標との関係は？

３ 国内での取り組み（30by30目標と自然共生サイト）



３ 国内での取り組み（30by30目標と自然共生サイト）

72 ←



視点３

豊田市の自然共生サイト認定状況

３ 国内での取り組み（30by30目標と自然共生サイト）



３ 国内での取り組み（30by30目標と自然共生サイト）

生物多様性保全推進支援事業（交付金） 【令和８年度 要求額173百万円（ 174百万円）】





３ 国内での取り組み（30by30目標と自然共生サイト）

支援証明書



３ 国内での取り組み（30by30目標と自然共生サイト）

支援証明書
 「自然共生サイト」の認定促進や認定後の管理の継続・質の向上等のためには、保全活動を実施する
主体への経済的・人的支援等が重要。

 環境省では、支援を必要とする「自然共生サイト」等と、それらの活動への支援を希望する方（企業
等）との支援マッチング促進を行っている。



視点１

視点２

視点３

１．自然共生サイト認定の効用（期待される効果）

●自然共生サイト（認定しようとしているサイト含む）へのかかわり方

①自らの土地で、自らが保全活動を実施

②自らの土地で、他者が保全活動することを認める
※他者保全活動への土地使用承認は良いことですが、使用承認しているこ
とをもってサイト認定や自然証明書発行は受けられないので要注意

③自らの土地で、他者が保全活動することを認め、自らもその活動に参加

④他者の土地で、自らが保全活動を実施

⑤他者の土地で、他者が行う保全活動に参加

⑥自然共生サイトで、他者が行う保全活動を支援（人・モノ・金）
※支援証明書

３ 国内での取り組み（30by30目標と自然共生サイト）



視点１

視点２

視点３

２．自然共生サイト認定の効用（期待される効果）

●自然共生サイト認定の効用・期待される効果

社内理解 →社内認知、上層部理解、従業員エンゲージメント

ESG/サステナビリティ経営 →ESG評価、Stbl.Report等への活用

事業リスク管理 →自然資本損失によるリスクの回避/低減

認知度/ブランド価値 →採用活動、消費者行動

地域貢献 →地域活動の継続/強化、まちづくりへの貢献、地域との関係
地域の価値/魅力の維持/向上/創出、地域福祉の向上
地域の自然資本（生物多様性）の保全/損失防止抑制

世界貢献 →30by30目標への貢献（OECMの場合）
自然資本（生物多様性）の保全/損失防止抑制

３ 国内での取り組み（30by30目標と自然共生サイト）



事業活動は生物多様性の安定無しには成り立たない
 事業活動は国内外の「自然の恵み」に依存（直接的な原材料調達のみならず、生産・加工、商
品・サービスの提供、輸送など）。
 その分、生物多様性に大きな影響も与えている。
 他方、技術開発や製品・サービス等による市場の変革、生物多様性保全への貢献も可能。

事業活動は生物多様性の安定無しには成り立たない

出典：環境省「生物多様性民間参画事例集」を一部加工
http://www.biodic.go.jp/biodiversity/private_participation/guideline/jireisyu.pdf

生物多様性（地域・国内外の生態系）



地域と企業の関係

出典：環境省「生物多様性民間参画事例集」を一部加工
http://www.biodic.go.jp/biodiversity/private_participation/guideline/jireisyu.pdf

地域（経済、社会、文化、教育、健康、自然など）

・自社にとっての「恵み」、「負荷」、「貢献」を想像してください。



地域と生物多様性の関係

出典：環境省「生物多様性民間参画事例集」を一部加工
http://www.biodic.go.jp/biodiversity/private_participation/guideline/jireisyu.pdf

生物多様性（地域・国内外の生態系）

地域の様々な活動
（企業活動含む）

地域
活動

地域
活動

地域
活動

地域
活動

恵み 負荷 貢献



https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/index.html#alliance

30by30アライアンス

https://www.biodic.go.jp/biodiversity/private_participation/business/#

自然共生サイト、交付金、支援証明書、その他ネイチャーポジティ
ブ経営やネイチャーポジティブな地域づくりについて、ご不明点等
中部地方環境事務所（052-955-2130）にご連絡ください。
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